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別紙  

機構からの資料提出指示について  

1．承認申請関係の利益相反に係る連絡調整の機構窓口  

○ 新医薬品及び生物系  ：審査マネジメント部  

○ 一般用医薬品  ：一般薬等審査部  

○ 医療機器・体外診断薬  ：医療機器審査部  

2．留意事項  

（1）専門協議前に利益相反に係る資料作成指示が行わ   

れることがあるが、それをもって部会での審議が確定す   
るものではないこと。  

（2）機構からの指示にかかわらず、利益相反に係る資料   
の事前準備が必要であること。  
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